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わたしの

見てある記見てある記

使
用
料
の
見
直
し

使
用
料
の
見
直
し 

の

考

え

方

の

考

え

方

施
設
使
用
料
見
直
し
の
対
象

　

今
回
の
見
直
し
の
検
討
は
、
主

に
次
に
掲
げ
る
施
設
の
会
議
室
、

ホ
ー
ル
、
体
育
施
設
等
の
施
設
使

用
料
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
▼

地
域
セ
ン
タ
ー
▼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ホ
ー
ル
▼
市
民
プ
ラ
ザ
▼
市
民
生

活
館
▼
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー

▼
中
央
公
民
館
▼
福
祉
会
館
▼
地

区
セ
ン
タ
ー
▼
さ
い
わ
い
福
祉
セ

ン
タ
ー
▼
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
▼

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
▼
野
球
場
、
等

前
回
の
使
用
料
改
定

　

見
直
し
の
対
象
に
し
て
い
る
施

設
の
現
行
使
用
料
の
多
く
は
、
７

年　

月
に
改
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

１０
以
来
、　

年
間
改
定
さ
れ
て
い
ま

１０

せ
ん
。

　

７
年
の
改
定
は
、
市
内
各
団
体

の
関
係
者
と
公
募
に
よ
る
市
民
な

ど　

人
で
構
成
さ
れ
た
「
施
設
使

１２
用
料
等
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
」

か
ら
の
提
言
に
基
づ
く
も
の
で
し

た
。
そ
の
提
言
の
骨
子
は
、
会
議

室
等
に
つ
い
て
は
経
常
的
維
持
管

理
経
費
と
人
件
費
を
、
ホ
ー
ル
に

つ
い
て
は
経
常
的
維
持
管
理
経
費

の
み
を
対
象
経
費
と
し
た
、
原
価

主
義
に
よ
る
統
一
基
準
単
価
を
全

施
設
に
導
入
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
①
高
齢
者
や
障
害
者
へ
の

減
額
・
免
除
の
考
え
方
②
大
人
と

子
ど
も
、
市
内
居
住
者
と
市
外
居

住
者
、
平
日
と
休
日
等
の
区
分
に

よ
る
料
金
設
定
の
考
え
方
③
料
金

改
定
サ
イ
ク
ル
の
基
準
等
、
に
関

し
て
も
提
言
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、　

年
３
月
に
も
前
述

１１

の
検
討
委
員
会
か
ら
報
告
書
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
で

は
、
会
議
室
や
ホ
ー
ル
部
分
に
つ

い
て
の
使
用
料
の
見
直
し
や
、
野

球
場
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
・
新
設
予

定
だ
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の

新
た
な
料
金
算
定
方
式
な
ど
に
つ

い
て
一
定
の
考
え
方
が
示
さ
れ
ま

し
た
が
、
こ
れ
を
反
映
し
た
改
定

は
行
わ
れ
ず
、
７
年　

月
に
改
定

１０

し
た
ま
ま
現
在
ま
で
据
え
置
か
れ

て
い
ま
す
。

な
ぜ
今
、見
直
し
が
必
要
か

　

従
来
か
ら
市
で
は
施
設
使
用
料

を
４
年
ご
と
に
見
直
す
と
い
う
原

則
で
進
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し

前
段
で
述
べ
た
通
り
、
現
行
の
使

用
料
に
改
定
し
て
か
ら　

年
が
経

１０

過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
こ
の
間
の
運
営
経
費
の
変

動
や
一
部
据
え
置
き
と
な
っ
て
い

る
料
金
の
取
り
扱
い
な
ど
の
検
証

の
ほ
か
、
今
日
的
な
課
題
と
し
て
、

受
益
者
負
担
の
原
則
の
厳
密
適
用

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

左
表
に
示
し
た
通
り
、
各
施
設

の
管
理
運
営
経
費
に
対
す
る
使
用

料
の
収
入
割
合
は
、平
均
で
も
９
・

９
㌫
程
度
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
残
り
の　

・
１
㌫
分
を
市
税

９０

等
の
一
般
財
源
で
補
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
、
施
設
を
利
用
す
る
、

し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
市
民

に
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
少
し
で
も

解
消
す
る
と
と
も
に
、
ほ
か
の
施

策
に
投
入
で
き
る
財
源
を
確
保
す

る
意
味
か
ら
も
、
受
益
者
負
担
の

原
則
に
基
づ
き
使
用
料
を
適
正
化

す
る
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

受
益
者
負
担
の
原
則
と
は

　

今
回
の
見
直
し
の
ベ
ー
ス
に
置

く
も
の
は
、
過
去
の
検
討
委
員
会

の
提
言
と
共
通
業
務
運
用
指
針
で

す
。

　

こ
の
共
通
業
務
運
用
指
針
と
は
、

　

年
度
か
ら
導
入
し
た
行
政
評
価

１５制
度
の
実
施
に
当
た
り
、
受
益
者

負
担
の
適
正
化
な
ど
、
市
行
政
の

横
断
的
テ
ー
マ
に
つ
い
て
全
庁
共

通
の
指
針
を
設
定
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
指
針
で
は
、
①
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
守
備
範
囲
が
広
が
っ
て
き
て

い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
利
用
者
と

非
利
用
者
と
の
負
担
の
公
平
性
を

確
保
し
、
資
源
の
有
効
利
用
を
図

る
た
め
に
は
、「
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
人
は
平
等
に
負
担
す
る
」「
利
用

し
な
い
人
は
負
担
し
な
い
」
と

い
っ
た
仕
組
み
に
転
換
す
る
②
高

齢
化
を
は
じ
め
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
さ
ら
に
増
大

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
今
日
、

新
し
い
受
益
と
負
担
の
関
係
を
構

築
で
き
る
か
が
今
後
の
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い

る
③
こ
れ
ま
で
の
「
受
益
者
負
担

は
で
き
る
だ
け
少
な
い
方
が
望
ま

し
い
」
と
い
っ
た
前
例
を
改
め
、

市
民
共
有
資
源
の
有
効
利
用
と
い

う
視
点
か
ら
、
受
益
者
に
は
適
正

な
負
担
を
求
め
る
、
と
い
う
基
本

原
則
を
確
立
す
る
と
し
て
、
以
下

の
視
点
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
（
１
）受
益
者
負
担
設
定
の
原
則

　

供
給
原
価
の
把
握
の
原
則
＝
適

正
な
受
益
者
負
担
額
を
設
定
す
る

た
め
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に

要
す
る
費
用
（
直
接
経
費
だ
け
で

な
く
、
間
接
経
費
で
あ
る
人
件
費

を
含
め
る
）
を
正
確
に
把
握
し
、

総
コ
ス
ト
を
算
出
す
る
▼
個
別
設

定
の
原
則
＝
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
の
供
給
原
価
を
基
本
に
、

個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
適
正
な

負
担
額
を
設
定
す
る
▼
負
担
軽
減

の
適
用
の
原
則
＝
供
給
原
価
の
ど

の
部
分
を
利
用
者
に
負
担
し
て
も

ら
う
か
の
ル
ー
ル
を
明
確
に
設
定

し
、
そ
れ
を
基
に
そ
の
サ
ー
ビ
ス

内
容
に
見
合
っ
た
受
益
者
負
担
の

水
準
を
設
定
す
る

　
（
２
）行
政
財
産
の
使
用
料
の
減

額
お
よ
び
免
除

　

使
用
料
の
減
額
お
よ
び
免
除
は
、

あ
く
ま
で
も
特
例
の
扱
い
と
す
る
。

　
（
３
）受
益
者
負
担
の
適
正
化
周

期
　

見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
住
民

の
一
時
的
な
負
担
の
増
大
を
避
け

る
た
め
、
原
則
と
し
て
４
年
周
期

に
よ
り
行
う
。

　
（
４
）公
共
負
担
と
受
益
者
負
担

の
関
係

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
そ
の

サ
ー
ビ
ス
が
生
活
に
不
可
欠
で
あ

り
広
く
住
民
全
体
に
及
ぶ
基
礎

的
・
必
需
的
な
も
の
か
ら
、
よ
り

市
民
生
活
に
快
適
さ
や
豊
か
さ
を

求
め
る
高
次
・
選
択
的
な
も
の
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
存
在
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
、

そ
の
性
格
か
ら
お
の
ず
と
受
益
者

負
担
を
求
め
る
段
階
が
異
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
ご
と
に
負
担
区

分
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型

（
右
図
参
照
）に
沿
っ
た
運
用
を
図

る
。今

回
見
直
し
の
新
た
な
視
点

　

市
で
は
、
以
上
の
考
え
方
に
加

え
、
使
用
料
を
見
直
す
に
当
た
り
、

次
の
２
点
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

①
使
用
料
の
算
定
基
礎
に
経
常

的
維
持
管
理
費
や
人
件
費
の
ほ
か

に
、
減
価
償
却
費
や
土
地
借
り
上

げ
料
を
加
算
す
る
方
式
に
改
め
ら

れ
な
い
か

　

②
減
額
・
免
除
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
施
設
ご
と
に
異
な
る
取
扱

い
を
改
め
、
よ
り
一
層
の
公
平
性
、

公
正
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、

可
能
な
限
り
す
べ
て
の
施
設
で
共

通
に
な
る
よ
う
整
理
で
き
な
い
か

　

市
の
公
共
施
設
の
使
用
料
は
、7
年　

月
に
改
定

１０

さ
れ
て
以
来
、
一
部
を
除
き
、　

年
間
据
え
置
か
れ

１０

て
い
ま
す
。現
在
進
め
て
い
る
市
政
の
構
造
改
革
を

完
遂
す
る
た
め
に
は
、受
益
者
負
担
の
適
正
化
は
避

け
て
通
れ
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、７
年
改
定
時
の
先
送
り
事
項
も
含
め
て
、

受
益
者
負
担
の
原
則
に
基
づ
く
適
正
な
使
用
料
に

見
直
し
、
収
支
を
改
善
し
て
、
施
設
運
営
に
投
入
し

て
い
る
税
金
等
を
、真
に
必
要
な
分
野
に
振
り
向
け

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ご
質
問
、ご
意
見
は
電
話　
・
７
７
０
２
、フ
ァ
ク

７０

ス　
・
７
８
０
４
、
電
子
メ
ー
ル
で
企
画
調
整
課
へ
。

７０

市政構造改革

選ばれ続ける
まちづくりのためにために

　　  表　施設の管理運営経費に対する使用料収入 
　　　　 の割合 (１５年度決算額 )

割　合
（Ｂ）/（Ａ）

使用料収入
（Ｂ）

管理運営経費
（Ａ）

区　分

７.８％１,０９２万２,７００円１億３,９９５万２,９４３円地域センター

７.８％５０７万８,９２５円６,５４３万２,９７４円西　部

５.９％１９１万７,４５０円３,２４５万１,８３５円南　部

９.３％３９２万６,３２５円４,２０６万８,１３４円東　部

１７.５％１７０万７,１５０円９７６万８,１６６円
コミュニティ
ホール東本町

３４.５％２３１万７,９５０円６７２万４,８７３円市 民 プ ラ ザ

６.２％６４万９,０２５円１,０４８万３,４２５円市 民 生 活 館

０.２％２２万４５０円１億３,９５０万９,４０５円
さいわい福祉 
セ ン タ ー

１.７％８５万６,３００円５,０４６万７１０円福 祉 会 館

１.６％７６万２,２５０円４,８８７万２,０４７円地区センター

５.０％２８３万５２０円５,６５２万８,９１９円中 央 公 民 館

２３.１％４,４１１万１,６００円１億９,０６７万３,９９１円
ス ポ ー ツ 

セ ン タ ー

１０.６％６１０万６,５５０円５,７７５万９,６７７円体 育 施 設

９.９％７,０４８万４,４９５円７億１,４２４万３６円合　 　 計

使用料とは使用料とは

　使用料とは、行政財産や公

の施設の使用・利用の対価と

して経費の一部を負担してい

ただくものです。具体例とし

ては、地域センターや福祉会

館、地区センター、スポーツ

センター等の施設使用料のほ

か、幼稚園、学童保育所の保

育料や道路占用料、自転車駐

輪場使用料、下水道使用料な

どがあります。

　なお、使用料に関する事項

は、地方自治法第２２８条の規定

に基づき条例で定められます。

◎
各
種
証
明

◎
し
尿
処
理
、
な
ど

◎
自
転
車
駐
車
場

◎
趣
味
講
座
、
な
ど

◎
義
務
教
育

◎
公
園

◎
道
路
、
な
ど

◎
保
育
園

◎
学
童
保
育
、
な
ど

個人的で私益性の高いもの
（採算ベース）

市
民
生
活
上
必
需
的
な
も
の

（
公
共
部
門
）

市
民
生
活
上
選
択
的
な
も
の

（
私
的
部
門
）

図　行政サービスの類型による負担区分の原則

　

毎
年
入
学
式
前
に
行
っ
て

い
ま
す
「
新
入
学
児
童
・
高
齢

者
交
通
安
全
の
集
い
」
を
、
市

内
の
自
動
車
教
習
所
・
東
京
み

ら
い
農
業
協
同
組
合
･
田
無

警
察
署
・
交
通
安
全
協
会
・
交

通
少
年
団
・
老
人
ク
ラ
ブ
連
合

会
の
皆
様
の
ご
協
力
で
実
施

し
ま
し
た
。

　

当
日
は
北
風
の
吹
く
寒
い

日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
変
多

く
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

交
通
事
故
は
決
し
て
不
可

抗
力
の
も
の
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
車
を
運
転
す
る
人
は

当
然
で
す
が
、
お
互
い
が
交
通

事
故
防
止
に
心
掛
け
、
思
い
や

る
心
を
持
て
ば
、
事
故
を
未
然

に
防
止
出
来
る
は
ず
で
す
。

　

ま
た
、「
東
京
母
の
会
連
合

会
田
無
地
区
母
の
会
」
の
皆
様

が
中
心
と
な
っ
て
、「
東
久
留

米
子
ど
も
を
守
ろ
う
会
」
を
発

会
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
約
１

０
０
人
の
市
民
の
皆
様
が
出

席
さ
れ
、「
警
察
や
行
政
の
力

だ
け
で
な
く
地
域
の
力
で
子

ど
も
た
ち
を
守
ろ
う
」
と
の
ご

挨
拶
が
会
長
か
ら
あ
り
ま
し

た
。

　

子
供
た
ち
を
取
り
巻
く
環

境
は
決
し
て
良
い
と
は
申
せ

ま
せ
ん
。
学
校
の
安
全
・
不
審

者
対
策
・
薬
物
乱
用
等
、
課
題

が
山
積
し
て
い
ま
す
。
行
政
と

し
て
も
交
通
事
故
の
防
止
や

子
ど
も
た
ち
の
安
全
確
保
に

努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
に
多
く
の
場
面
で
市

民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
を
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

社会的で公益性が高いもの
（非採算ベース）

▼法令に基づく社会保障

　など所得再配分的効果

　を目的とするもの

▼特定の状況に置かれて

　いる市民に対し供給さ

　れる福祉的サービス

▼市民生活上不可欠だか、

　便益が特定個人にもた

　らされるもの

▼市民の自主的活動に
　関するもので、便益が
　特定個人にもたらさ
　れるもの

▼個人の趣味・娯楽に属
　するもの

▼特定個人の利益のた
　めのもの

▼特定個人・団体・機関
　に便益をもたらすも
　ので、選択的であり私
　益性が高いもの

高次・選択的
サービスで
私益性が高
いもの

基礎的・必需
的サービス
で私益性が
高いもの

高次的・選択
的サービス
で公益性が
高いもの

基礎的・必需
的サービス
で公益性が
高いもの

税負担

一部
受益者負担

すべて
受益者負担

一部
受益者負担

▼公益性の高い施設整備

▼法令に基づくもの

▼強制的な効力のあるも

　の

▼市民生活全般の安定・

　維持のために必要なも

　の

▼社会的要請により、市

　が行う必要のあるもの

▼社会教育目的など公

　益的な観点から行政

　が展開するサービス

　にかかわるもの

▼公益的なサービスで

　あるが、一定の限度を

　超えるものや、利用者

　個人に便益をもたら

　すもの

⑫⑫

◆企画調整課メールアドレス
kikakuchosei@city.higashikurume.lg.jp


